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南極地域観測事業について

①名 称 ：南極地域観測事業

制度名等 ： 「南極地域観測への参加及び南極地域観測統合推進本部の設置について」

（昭和３０年１１月４日 閣議決定 最終改正 平成１２年１２月２６日）

担 当 課 ：南極地域観測統合推進本部（文部科学省研究開発局海洋地球課）

②開始年度 ：昭和３０年度
昭和５１年、南極地域観測統合推進本部総会において、「南極地域観測事業の将来計画基本方針」を決定し、
５か年を１単位とする観測計画を策定
現在、「南極地域観測第Ⅵ期５か年計画」（平成１３年度～１７年度）の３年次目

③予 算 ：平成１６年度要求額（一般会計） １１,４１９百万円
（内訳）
・経常経費（定常観測、艦船修理費等） ３,３８５百万円
・「しらせ」後継船建造費 ５,５４６百万円（建造期間４年：総額約４００億円）
・ヘリコプター後継機製造費 ２,４８８百万円（製造等期間４年：総額約１２０億円）

平成１６年度要求額（運営費交付金） １,４４９百万円
（国立極地研究所：観測・設営等経費）

事業開始年度からの総事業費 １３９,７２７百万円（昭和３０年度～平成１５年度：４８年間）



④目 的

本事業は、昭和３０年１０月２５日の閣議において日本学術会議会長から内閣総理大臣あて国際地球観測年における南極地域観測への

参加についての要望書が報告され、政府として、この要望の主旨に沿って、南極地域における地球物理的諸現象観測に参加したところで
あるが、その後の南極条約の締結（昭和３４年署名、昭和３５年国会承認、昭和３６年発効）等の南極地域をめぐる国内外の諸般の事情
を踏まえ、引き続き実施することとされている。

また、平成１５年９月１８日には、日本学術会議会長から内閣総理大臣あて「南極地域観測の継続と充実について」要望書が提出され
た。

本事業の推進にあたっては、文部科学省の南極地域観測統合推進本部を中心とし、関係省庁が連携し、研究・観測を実施している。
昭和５１年、南極地域観測統合推進本部は南極観測の長期的視点からの将来計画について、「南極地域観測事業の将来計画方針」を

決定し、
①学術的意義の高い科学調査研究を重点的に推進すること
②南極資源及びその開発に関連する基礎的な調査研究を推進すること
③科学調査研究の国際協力の強化及び調査研究領域の拡大を図ること

との基本方針を示した。

これに基づき、昭和５１年度（第１８次隊）から５か年を１単位とする観測計画を策定し観測活動を実施してきた。
現在、「第Ⅵ期５か年計画」の３年次目であり、
「南極域からみた地球規模環境変化の総合研究」
「南極域から探る地球史」
「南極の窓からみる宇宙・惑星研究」

を主なテーマとして、超高層物理、雪氷、大気、地学、生物等の分野毎にプロジェクト研究観測・モニタリング研究観測を実施している。

⑤目 標

我が国の南極地域観測は、閣議決定により、今後も引き続き実施する旨が定められている。
今後も、上記のとおり、「５か年計画」を策定し、具体的なテーマ及び研究課題に沿って研究観測を実施することとなる。
近年、地球温暖化やオゾンホール等の地球規模での環境変動が問題となっている中で、次期５か年計画（平成１８年度～２２年度）においても、

地球規模での環境変動、地球システムの解明に向けて一層の研究・観測体制の充実を図ることとしている。

南極観測は、南極条約に基づく国際協力により実施されている事業であり、広大な南極大陸の観測を各国が役割分担している。
現在、昭和基地における研究・観測データは、観測拠点の少ない東南極地域の代表的な観測ポイントとして、例えば、世界気象機関（WMO）の
標準観測所を始めとして、世界的な南極観測ネットワークの中で、重要な役割を担っている。
今後も各国の研究機関、研究者、観測ネットワークに観測データを提供し、地球規模環境変動等の解明に資することとしている。



⑥内 容

「第Ⅵ期５か年計画」（平成１３年度～１７年度）の主な研究課題
「南極域からみた地球規模環境変化の総合研究」
＜宙空＞
・南極圏広域観測網による太陽風エネルギー流入と電磁圏応答の研究
＜気水圏系＞
・南極域における地球規模大気変化観測
・氷床ー気候系の変動機構の研究観測
＜地学系＞
・後期新世代の氷床変動と環境変動
＜生物系＞
・南極湖沼生態系の構造と地史的遷移に関する研究 等

「南極域から探る地球史」
＜地学系＞
・東南極リソスフェアの構造と進化研究計画 等

「南極の窓からみる宇宙・惑星研究」
＜宙空系＞
・南極地上リモートセンシングによる惑星大気の研究

＜地学系＞
・太陽系始源物質探査計画 等

「定常観測」
＜総務省、（独）通信総合研究所＞
・電離層観測、電波による電離圏環境変動の観測 等

＜気象庁＞
・地上気象観測、高層気象観測、オゾン観測、日射・放射量の観測 等

＜国土地理院＞
・基準点測量、重力測量、カラー空中写真等の整備 等

＜海上保安庁＞
・海況調査、海洋汚染物質調査、海底地形図の整備、潮汐観測 等

特に、平成１５年度（第４５次隊）から、ドームふじ観測拠点（昭和基地から内陸へ１,０００ｋｍ）において、第二期南極氷床深層掘削計画を開始し、
南極氷床下３,０００ｍのアイスコアを採取予定（３年計画）。アイスコアに含まれる大気微量成分、火山灰等の解析により、過去８０万年間の地球
環境変動を解明する。



⑧主要研究者

国立極地研究所 ： 佐藤夏雄、藤井理行、森脇喜一、福地光男、白石和行、鮎川 勝
大 学 ： 森岡 昭、深尾昌一郎、上田 豊、住 明正、島村英紀、岩田修二、谷口 旭、大野秀樹、平山善吉、齋藤孝基

⑨評 価

最近では、平成１４年６月には南極地域観測統合推進本部に設けられた「南極輸送問題調査会議」において、将来の南極地域観測に必要
な輸送体制について検討した「南極輸送問題調査報告書」が提出され、後継船等の必要性が示されている。

さらに、南極地域観測統合推進本部に設けられた「南極地域観測事業外部評価委員会」において、今後の南極地域観測の推進に資する
ため外部評価を実施し、平成１５年７月１０日に「南極地域観測事業外部評価書」が提出された。

この外部評価書では観測事業の意義は、

①地球環境問題等科学的・学術的知見の深化、観測を支える技術開発等の波及効果
②南極条約協議国主要メンバーとして国際協力事業等の中心的な役割
③「これからの地球と人類のあり方」を考える新たな視点を与える教育的効果

として整理され、「第１章学術研究活動に関する評価」、「第２章推進・支援体制に関する評価」を踏まえて、南極地域観測事業のこれ
からの課題として、「今後も観測を継続する十分な意義が認められる。今後においても、地球環境分野など国際的に連携・協力が求めら
れる重要分野や学術的に意義のある分野に重点化を図りつつ研究開発の推進を図る必要がある。」とされている。

そのためには、南極地域観測事業を継続するための必要不可欠な手段である後継船及びヘリコプター後継機の措置が必要とされている。

⑦実施体制

南極地域観測事業は、昭和３０年の閣議決定により進められている国家事業であり、南極地域観測統合推進本部（本部長：文部科学大臣）を中心

に関係省庁が連携して、南極地域観測体制を維持している。また、特に研究観測、設営等については、国立極地研究所が中核的役割を担っている。

南極地域観測統合推進本部（文部科学省）：観測実施計画、観測隊員の編成等、主要事項を審議・決定
研究観測：国立極地研究所、大学、大学共同利用機関
定常観測：総務省（（独）通信総合研究所）、気象庁、国土地理院、海上保安庁
設 営：国立極地研究所
輸 送：防衛庁
（南極条約関係）：外務省、環境省



⑩府省連携、産学連携等

＜防衛庁＞
・南極観測船（砕氷船）及びヘリコプターの運航・維持管理
・観測物資、燃料及び生活物資の輸送
・荷役作業、野外観測支援及び基地作業支援 等

＜総務省（独）通信総合研究所＞
・電離層観測、オーロラ観測
＜気象庁＞
・地上気象観測、高層気象観測、オゾン観測 等
＜国土地理院＞
・基準点測量、重力測量、カラー空中写真の整備 等
＜海上保安庁＞
・海況調査、海洋汚染物質調査、潮汐観測 等

＜外務省＞
・南極条約協議国会議
＜環境省＞
・南極条約環境保護議定書

（産学連携）

南極での研究・観測を効率よく実施するために、南極地域観測開始当初から、装備、居住棟、雪上車、発電機等の開発が行われてきた。
「プレファブ住宅」、「防寒雪靴」、「コージェネ型発電機システム」、「インスタントラーメン」等の開発は、現在の国民生活に役立てられており、産業
界の協力の下に実現した。

今後は、企業との連携を一層強化し、新しい観測手法や設営技術等の研究開発を進めるとともに、産業界の研究者等が我が国の南極基地で研究
開発を行うことも積極的に対応することとしている。 （例えば、産学官連携研究開発課題公募枠の設定等）



これまでの主な成果これまでの主な成果

昭和３０年１１月 閣議決定

○南極地域観測への参加
○南極地域観測統合推進本部の設置

昭和５１年 統合推進本部総会決定
「南極地域観測事業の将来計画基本方針」
①学術的意義の高い科学調査研究の重点的な推進
②南極域資源及びその開発に関連する基礎的な調査研究の推進
③科学調査研究の国際協力の強化及び調査研究地域の拡大

昭和３０年１１月 閣議決定

○南極地域観測への参加
○南極地域観測統合推進本部の設置

昭和５１年 統合推進本部総会決定
「南極地域観測事業の将来計画基本方針」
①学術的意義の高い科学調査研究の重点的な推進
②南極域資源及びその開発に関連する基礎的な調査研究の推進
③科学調査研究の国際協力の強化及び調査研究地域の拡大

観測計画を策定（５ヵ年を１単位）
（現在、第Ⅵ期５ヵ年計画の３年次）

観測計画を策定（５ヵ年を１単位）
（現在、第Ⅵ期５ヵ年計画の３年次）

○南極地域観測統合推進本部（本部長：文部科学大臣）のもと、
関係各省庁の協力により実施

◇観測実施計画、観測隊員の人選等の主要事項を審議
◇観測事業に必要な予算は文部科学省で一括要求

研究観測 ：国立極地研究所、国立大学及び大学共同利用機関等
定常観測 ：総務省（（独）通信総合研究所）、気象庁、海上保安庁、国土地理院
設 営 ：国立極地研究所
輸 送 ：防衛庁

○国際共同観測（アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中国等）

○南極地域観測統合推進本部（本部長：文部科学大臣）のもと、
関係各省庁の協力により実施

◇観測実施計画、観測隊員の人選等の主要事項を審議
◇観測事業に必要な予算は文部科学省で一括要求

研究観測 ：国立極地研究所、国立大学及び大学共同利用機関等
定常観測 ：総務省（（独）通信総合研究所）、気象庁、海上保安庁、国土地理院
設 営 ：国立極地研究所
輸 送 ：防衛庁

○国際共同観測（アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中国等）

○南極条約
◇南極条約協議国会議（ＡＴＣＭ）
（南極地域に関する共通の問題を審議）

◇南極条約環境保護議定書
（南極の環境を保護するため、平成９年批准）

○南極条約
◇南極条約協議国会議（ＡＴＣＭ）
（南極地域に関する共通の問題を審議）

◇南極条約環境保護議定書
（南極の環境を保護するため、平成９年批准）

南極観測船「しらせ」
（平成２０年度退役予定）

◇地球環境、地球システムの研究領域
（オゾンホールの解明）

◇地球環境変動史の研究領域
（氷床深層コアの採取・解析）

◇太陽系始源物質の研究領域
（南極隕石の採取・解析）

◇超高層物理の研究領域
（オーロラ発生メカニズムの解明）

南極地域観測の推進南極地域観測の推進 平成16年度要求額 （平成15年度予算額）
11,419百万円 （3,480百万円）

概 要概 要 国際貢献・環境国際貢献・環境

推進体制推進体制



南極条約体制の概要南極条約体制の概要

１ 概 要 ４ 南極条約協議国会議及び南極条約体制

１９５７年～５８年の国際地球観測年（ＩＧＹ）の間に南極において実施
された国際的科学観測体制を維持、発展させるため、１９５９年、
１２カ国は南極条約を採択。

＜同条約の主な内容＞
①南極地域の平和利用
②科学的調査の自由と国際協力の促進
③南極地域における領土権主張の凍結
④条約の遵守を確保するための監視員制度の設定
⑤南極地域に関する事項についての協議、会合の開催

１９５７年～５８年の国際地球観測年（ＩＧＹ）の間に南極において実施
された国際的科学観測体制を維持、発展させるため、１９５９年、
１２カ国は南極条約を採択。

＜同条約の主な内容＞
①南極地域の平和利用
②科学的調査の自由と国際協力の促進
③南極地域における領土権主張の凍結
④条約の遵守を確保するための監視員制度の設定
⑤南極地域に関する事項についての協議、会合の開催

南極条約協議国は、南極条約締約国（４５カ国）の中でも、
南極に基地を設け、積極的に科学的調査を実施してきている
国（２７カ国）をいう。
定期的な会合を開催し、情報交換、国際協力の促進などに
ついて協議。

協議国会議ではこれまで２００以上の勧告及び措置を採択。
多くは南極の環境保護に関するもの、南極観測に関する技術
的な事柄を定めたもの。
南極条約体制下で採択された勧告・措置及び条約を総称して
南極条約体制という。

南極条約協議国は、南極条約締約国（４５カ国）の中でも、
南極に基地を設け、積極的に科学的調査を実施してきている
国（２７カ国）をいう。
定期的な会合を開催し、情報交換、国際協力の促進などに
ついて協議。

協議国会議ではこれまで２００以上の勧告及び措置を採択。
多くは南極の環境保護に関するもの、南極観測に関する技術
的な事柄を定めたもの。
南極条約体制下で採択された勧告・措置及び条約を総称して
南極条約体制という。

２ 領土権問題 ５ 南極条約締約国の内訳

＜クレイマント（領土権を主張している７カ国）＞
英国、ニュージーランド、フランス、ノルウェー、オーストラリア、チリ、
アルゼンチン

＜ノンクレイマント（潜在的）（現状では領土権の主張をせず留保）＞
米国、ロシア

＜ノンクレイマント（領土権を主張しないと同時に他国の主張も否認）＞
日本、ベルギー、南アフリカなど）
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＜原署名国（＝協議国）（１２カ国）＞
アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、チリ、フランス、日本
ニュージーランド、ノルウェー、南アフリカ、ロシア、英国、米国

＜協議国（１５カ国）＞
ポーランド、オランダ、ドイツ、中国、大韓民国 など

＜その他（１８カ国）＞
デンマーク、ルーマニア、キューバ、ギリシャ、カナダ など
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＜その他（１８カ国）＞
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３ 我が国の基本的立場 ６ 我が国の南極地域観測の体制

南極を国際的な管理下に置くべきであるとの基本目標の下に、南極条
約に基づく体制が将来とも存続することの重要性を認識し、同条約の
目的及び原則を助長する措置の立案とその実施に積極的に協力して
いくことが重要との立場を堅持。

南極を国際的な管理下に置くべきであるとの基本目標の下に、南極条
約に基づく体制が将来とも存続することの重要性を認識し、同条約の
目的及び原則を助長する措置の立案とその実施に積極的に協力して
いくことが重要との立場を堅持。

昭和３０年の閣議決定に基づき、南極地域観測統合推進本部
（本部長：文部科学大臣）を中心として、関係省庁との連携に
より研究・観測を実施。
現在、「南極地域観測第Ⅵ期５カ年計画」の３年次目を実施。
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（本部長：文部科学大臣）を中心として、関係省庁との連携に
より研究・観測を実施。
現在、「南極地域観測第Ⅵ期５カ年計画」の３年次目を実施。



南極地域観測事業の実施体制

隊員派遣

気 象 庁

国立極地研究所 ・ 大 学 等

国土地理院

通信総合研究所

海上保安庁

（測 地）

（電 離 層）

（気 象）

（海洋物理・化学）

〈 定常観測 〉

〈 研究観測 〉

民間技術者等（極地研極地観測職員）

国立極地研究所

〈 設営 ・ 訓練 〉

南極地域観測統合推進本部
（本部長 ：文部科学大臣 ）

事務局 ：文部科学省
研究開発局

農林水産省

防 衛 庁

外 務 省

学識経験者

厚生労働省

財 務 省

文部科学省

経済産業省

環 境 省

総 務 省

内 閣 府

国土交通省

水産庁

〈 輸 送 〉

南極地域

観測隊

日本学術会議

南極研究連絡委員会
（ＳＣＡＲ国内委員会）

南極条約協議国会議

ＡＴＣＭ
南極観測実施責任者評議会

ＣＯＭＮＡＰ

南極研究科学委員会
ＳＣＡＲ

国際科学会議
ＩＣＳＵ活

動
計
画
確
認
申
請

勧
告
要
望

本
部
委
員

観測船「しらせ」
南極輸送支援
ヘリコプター

南極地域
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